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議案第４号

令和４年度砺波市一般会計予算

令和４年度砺波市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１，９２３，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，７００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係

る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

をする場合と定める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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　歳　　　入

1 市 税 6,720,000 

1 市 民 税 2,823,811 

2 固 定 資 産 税 3,396,020 

3 軽 自 動 車 税 176,169 

4 市 た ば こ 税 307,000 

5 入 湯 税 17,000 

2 地 方 譲 与 税 252,800 

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 57,000 

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 181,000 

3 森 林 環 境 譲 与 税 14,800 

3 利 子 割 交 付 金 4,000 

1 利 子 割 交 付 金 4,000 

4 配 当 割 交 付 金 28,000 

1 配 当 割 交 付 金 28,000 

5 株式等譲渡所得割交付金 43,000 

1 株式等譲渡所得割交付金 43,000 

6 法 人 事 業 税 交 付 金 94,000 

1 法 人 事 業 税 交 付 金 94,000 

7 地 方 消 費 税 交 付 金 991,000 

1 地 方 消 費 税 交 付 金 991,000 

8 環 境 性 能 割 交 付 金 12,000 

1 環 境 性 能 割 交 付 金 12,000 

9 地 方 特 例 交 付 金 35,800 

1 地 方 特 例 交 付 金 35,000 

2
新型コロナウイルス感染症対策
地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金

800 

10 地 方 交 付 税 5,400,000 

1 地 方 交 付 税 5,400,000 

11 交通安全対策特別交付金 5,000 

1 交通安全対策特別交付金 5,000 

12 分 担 金 及 び 負 担 金 16,495 

1 分 担 金 1 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額
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2 負 担 金 16,494 

13 使 用 料 及 び 手 数 料 441,644 

1 使 用 料 240,853 

2 手 数 料 200,791 

14 国 庫 支 出 金 2,173,685 

1 国 庫 負 担 金 1,533,900 

2 国 庫 補 助 金 612,740 

3 委 託 金 27,045 

15 県 支 出 金 1,409,531 

1 県 負 担 金 697,857 

2 県 補 助 金 622,901 

3 委 託 金 88,773 

16 財 産 収 入 29,420 

1 財 産 運 用 収 入 18,905 

2 財 産 売 払 収 入 10,515 

17 寄 附 金 21,700 

1 寄 附 金 21,700 

18 繰 入 金 2,376,658 

1 基 金 繰 入 金 2,376,658 

19 繰 越 金 100,000 

1 繰 越 金 100,000 

20 諸 収 入 909,767 

1 延滞金、加算金及び過料 4,000 

2 市 預 金 利 子 50 

3 貸 付 金 元 利 収 入 575,536 

4 受 託 事 業 収 入 160,074 

5 助 成 金 21,060 

6 雑 入 149,047 

21 市 債 858,500 

1 市 債 858,500 

21,923,000 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　歳　　　出

1 議 会 費 202,799

1 議 会 費 202,799

2 総 務 費 2,303,441

1 総 務 管 理 費 1,674,106

2 徴 税 費 257,369

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 140,953

4 選 挙 費 19,814

5 統 計 調 査 費 2,156

6 監 査 委 員 費 27,614

7 交 通 対 策 費 181,429

3 民 生 費 6,686,715

1 社 会 福 祉 費 2,513,664

2 児 童 福 祉 費 4,012,419

3 生 活 保 護 費 160,612

4 災 害 救 助 費 20

4 衛 生 費 3,177,271

1 保 健 衛 生 費 1,044,141

2 環 境 対 策 費 669,631

3 繰 出 金 1,463,499

5 労 働 費 41,330

1 労 働 諸 費 41,330

6 農 林 水 産 業 費 931,768

1 農 業 費 256,099

2 林 業 費 98,570

3 農 業 土 木 費 577,099

7 商 工 費 984,860

1 商 工 費 984,860

8 土 木 費 2,103,461

1 土 木 管 理 費 53,136

2 道 路 橋 り ょ う 費 865,121

（単位：千円）

款 項 金　　　額
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3 河 川 費 14,541

4 都 市 計 画 費 1,030,612

5 住 宅 費 140,051

9 消 防 費 787,410

1 消 防 費 787,410

10 教 育 費 2,009,437

1 教 育 総 務 費 180,047

2 小 学 校 費 417,868

3 中 学 校 費 209,891

4 幼 稚 園 費 158,839

5 社 会 教 育 費 555,737

6 保 健 体 育 費 487,055

11 災 害 復 旧 費 16,414

1 農林水産業施設災害復旧費 6,800

2 土 木 災 害 復 旧 費 9,614

12 公 債 費 2,628,093

1 公 債 費 2,628,093

13 諸 支 出 金 1

1 諸 支 出 金 1

14 予 備 費 50,000

1 予 備 費 50,000

21,923,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法 利率 償還の方法

か ん が い 排 水 事 業 債 43,000

土地改良総合整備事業債 32,000

国営附帯農地防災事業債 77,600

林 道 治 山 事 業 債 2,900

道路改良舗装新設事業債 74,000

橋 り ょ う 改 修 事 業 債 61,500

雪寒地域道路防雪事業債 14,200

道 路 災 害 防 除 施 設
整 備 事 業 債

22,500

都 市 公 園 整 備 事 業 債 19,300

都市計画道路整備事業債 41,300

急傾斜地崩壊対策事業債 5,000

防 災 対 策 事 業 債 46,700

文化財保存整備事業債 2,200

スクールバス運行事業債 16,300

臨 時 財 政 対 策 債 400,000

計 858,500

第２表　　地　方　債

限　　度　　額

普通貸借
又は

証券発行

　5.0%以内 
(ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

　借入れの年か
ら据置期間を含
め30年以内に半
年賦若しくは年
賦又は元利均等
若しくは元金均
等で償還する。
ただし、市財政
の都合により繰
上げ償還し、償
還期限を短縮
し、又は低利債
に借り換えるこ
とができるもの
とする。
  なお、借入先
の融通条件があ
るときは、これ
に従うことがで
きる。
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議案第５号

令和４年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算

令和４年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，０９７，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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　歳　　　入

1 国 民 健 康 保 険 税 785,368 

1 国 民 健 康 保 険 税 785,368 

2 国 庫 支 出 金 1 

1 国 庫 補 助 金 1 

3 県 支 出 金 3,053,850 

1 県 負 担 金 3,046,699 

2 県 補 助 金 7,150 

3 財政 安 定化 基 金支 出 金 1 

4 財 産 収 入 54 

1 財 産 運 用 収 入 54 

5 繰 入 金 250,595 

1 一 般 会 計 繰 入 金 220,927 

2 基 金 繰 入 金 29,668 

6 繰 越 金 1 

1 繰 越 金 1 

7 諸 収 入 7,131 

1 延滞金、加算金及び過料 5,010 

2 市 預 金 利 子 1 

3 雑 入 2,120 

4,097,000 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　歳　　　出

1 総 務 費 23,433 

1 総 務 管 理 費 15,919 

2 徴 税 費 7,263 

3 運 営 協 議 会 費 251 

2 保 険 給 付 費 2,961,692 

1 療 養 諸 費 2,557,717 

2 高 額 療 養 費 395,251 

3 移 送 費 10 

4 出 産 育 児 諸 費 6,304 

5 葬 祭 諸 費 2,400 

6 傷 病 手 当 金 10 

3 1,027,130 

1 医 療 給 付 費 分 689,083 

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 256,269 

3 介 護 納 付 金 分 81,778 

4 財政安定化基金拠出金 1 

1 財政 安 定化 基 金拠 出 金 1 

5 保 健 事 業 費 67,378 

1 特定 健 康診 査 等事 業 費 52,656 

2 保 健 事 業 費 14,722 

6 基 金 積 立 金 54 

1 基 金 積 立 金 54 

7 公 債 費 21 

1 公 債 費 20 

2 財政 安 定化 基 金償 還 金 1 

8 諸 支 出 金 15,291 

1 償還 金 及び 還 付加 算 金 4,011 

2 繰 出 金 11,280 

9 予 備 費 2,000 

1 予 備 費 2,000 

4,097,000 

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金
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議案第６号

令和４年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和４年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７１６，６００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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　歳　　　入

1 後期高齢者医療保険料 571,483 

1 後期 高 齢者 医 療保 険 料 571,483 

2 繰 入 金 142,572 

1 一 般 会 計 繰 入 金 142,572 

3 繰 越 金 100 

1 繰 越 金 100 

4 諸 収 入 2,445 

1 延滞金、加算金及び過料 99 

2 預 金 利 子 1 

3 償還 金 及び 還 付加 算 金 2,100 

4 受 託 事 業 収 入 244 

5 雑 入 1 

716,600 

　歳　　　出

1 総 務 費 4,206 

1 総 務 管 理 費 113 

2 徴 収 費 4,093 

2 707,650 

1 後期高齢者医療広域連合納付金 707,650 

3 保 健 事 業 費 2,644 

1 後期高齢者健康診査事業費 2,644 

4 諸 支 出 金 2,100 

1 償還 金 及び 還 付加 算 金 2,100 

716,600 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金
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議案第７号

令和４年度砺波市霊苑事業特別会計予算

令和４年度砺波市霊苑事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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　歳　　　入

1 分 担 金 及 び 負 担 金 1,062 

1 負 担 金 1,062 

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,140 

1 使 用 料 1,140 

3 財 産 収 入 1 

1 財 産 運 用 収 入 1 

4 繰 入 金 696 

1 基 金 繰 入 金 696 

5 繰 越 金 1 

1 繰 越 金 1 

2,900 

　歳　　　出

1 総 務 費 2,900 

1 墓 地 管 理 費 2,900 

2,900 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第８号

令和４年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算

令和４年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４３，８００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３４０，０００千円と定める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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　歳　　　入

1 繰 入 金 8,600 

1 一 般 会 計 繰 入 金 8,600 

2 市 債 335,200 

1 市 債 335,200 

343,800 

　歳　　　出

1 事 業 費 343,800 

1 事 業 費 343,800 

343,800 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法 利率 償還の方法

工 業 団 地 造 成 事 業 債 335,200

計 335,200

第２表　　地　方　債

限　　度　　額

普通貸借
又は

証券発行

　5.0%以内 
(ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

　借入れの年か
ら据置期間を含
め30年以内に元
利均等、元金均
等又は満期一括
で償還する。た
だし、市財政の
都合により繰上
げ償還し、償還
期限を短縮し、
又は低利債に借
り換えることが
できるものとす
る。
  なお、借入先
の融通条件があ
るときは、これ
に従うことがで
きる。
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議案第９号

令和４年度砺波市水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度砺波市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 給水戸数 １７，２００戸

(２) 年間総給水量 ５，０８６，５００㎥

(３) 年間受水量 ４，４３４，７００㎥

(４) 一日平均給水量 １３，９００㎥

(５) 主な建設改良事業費 ７４２，４００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道事業収益 １，０８７，８００千円

第１項 営業収益 ９４１，０８６千円

第２項 営業外収益 １４６，６６４千円

第３項 特別利益 ５０千円

支 出

第１款 水道事業費用 １，０３５，３００千円

第１項 営業費用 ９８６，５７４千円

第２項 営業外費用 ４７，２２６千円

第３項 特別損失 ５００千円

第４項 予備費 １，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額６３０，８００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額７０，８００千円、減債積立金取り崩し額１４２，０００千円、建設改

良積立金取り崩し額３８０，０００千円及び過年度分損益勘定留保資金３８，０００

千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 ３２８，８００千円

第１項 企業債 １２０，０００千円

第２項 工事負担金 ４１，８００千円

第３項 県補助金 １６７，０００千円

支 出

第１款 資本的支出 ９５９，６００千円
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第１項 設備改良費 ８１７，０５８千円

第２項 企業債償還金 １４２，５４２千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、８０，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。

(１) 営業費用及び営業外費用間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。

(１) 職員給与費 ９７，８３８千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、１４，６００千円と定める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

配水施設

整備事業債

千円

120,000
普通貸借

又は

証券発行

5.0%以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

借入れの年から据置期間

を含め 40 年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還する。

ただし、企業財政その他の都

合により繰上げ償還し、償還

期限を短縮し、又は低利債に

借り換えることができるも

のとする。

なお、借入先の融通条件が

あるときは、これに従うこと

ができる。
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議案第１０号

令和４年度砺波市工業用水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度砺波市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 給水事業所数 １箇所

(２) 年間総給水量 ７３０，０００㎥

(３) 一日平均給水量 ２，０００㎥

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２１，９００千円

第１項 営業収益 ２１，８４１千円

第２項 営業外収益 ５９千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 １６，５００千円

第１項 営業費用 １１，４６８千円

第２項 営業外費用 ４，９３２千円

第３項 予備費 １００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１２，７００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額５千円、減債積立金取り崩し額４００千円及び過年度分損益勘定留保資金

１２，２９５千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 ０千円

第１項 企業債 ０千円

支 出

第１款 資本的支出 １２，７００千円

第１項 設備改良費 ４７千円

第２項 企業債償還金 １２，６５３千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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議案第１１号

令和４年度砺波市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度砺波市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 接続戸数 １３，２００戸

(２) 年間総排水量 ３，９０２，０００㎥

(３) 一日平均排水量 １０，６００㎥

(４) 主な建設改良事業費 ５９６，０００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下水道事業収益 １，４７３，４００千円

第１項 営業収益 ６７５，３５９千円

第２項 営業外収益 ７９７，９９１千円

第３項 特別利益 ５０千円

支 出

第１款 下水道事業費用 １，４７１，８００千円

第１項 営業費用 １，２７２，４００千円

第２項 営業外費用 １９７，９００千円

第３項 特別損失 ５００千円

第４項 予備費 １，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額６１５，５００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額６３，５００千円、減債積立金取り崩し額２００，０００千円及び過年

度分損益勘定留保資金３５２，０００千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 １，３０４，３００千円

第１項 企業債 ９０４，８００千円

第２項 負担金及び分担金 ３５，５００千円

第３項 国庫補助金 ２０５，０００千円

第４項 他会計出資金 １５９，０００千円

支 出

第１款 資本的支出 １，９１９，８００千円

第１項 建設改良費 ７６４，３６０千円
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第２項 企業債償還金 １，１５５，４４０千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。

(１) 営業費用及び営業外費用間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。

(１) 職員給与費 ５６，０３７千円

（他会計からの補助金）

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、６１１，５００千円である。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

公共下水道事業債

千円

47,500

普通貸借

又は

証券発行

5.0%以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

借入れの年から据置

期間を含め 40 年以内

に半年賦若しくは年賦

又は元利均等若しくは

元金均等で償還する。

ただし、企業財政その

他の都合により繰上げ

償還し、償還期限を短

縮し、又は低利債に借

り換えることができる

ものとする。

なお、借入先の融通

条件があるときは、こ

れに従うことができ

る。

特定環境保全公共

下水道事業債
368,000

流域下水道事業債 56,000

資本費平準化債 300,000

下水道事業借換債 133,300

計 904,800
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議案第１２号

令和４年度砺波市病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度砺波市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 病床数 ４７１床

(２) 年間患者数 ３２２，６２６人

入院 １２０，４５０人

外来 ２０２，１７６人

(３) 一日平均患者数 １，１６２人

入院 ３３０人

外来 ８３２人

(４) 主な建設改良事業

有形固定資産購入費 ４１２，５９２千円

附帯施設整備費 ２６８，３６７千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 １２，１２９，０００千円

第１項 医業収益 １０，３１２，９００千円

第２項 医業外収益 １，８１６，０００千円

第３項 特別利益 １００千円

支 出

第１款 病院事業費用 １２，１１９，０００千円

第１項 医業費用 １１，５４２，６０７千円

第２項 医業外費用 ５７５，３９３千円

第３項 特別損失 ０千円

第４項 予備費 １，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１，０１４，０００千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１，８３２千円及び過年度分損益勘定留保資金１，０１２，１６８千

円で補てんするものとする。）。
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収 入

第１款 資本的収入 ６６３，０００千円

第１項 企業債 ６４０，０００千円

第２項 出資金 １８，０００千円

第３項 固定資産売却代金 ６００千円

第４項 補助金 ４，４００千円

支 出

第１款 資本的支出 １，６７７，０００千円

第１項 建設改良費 ６８０，９５９千円

第２項 企業債償還金 ９９６，０４１千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、８００，０００千円と定める。

事 項 期 間 限 度 額

図書購入 令和５年度 ７，５００千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

医 療 機 器

整備事業債

千円

352,000

普通貸借

又は

証券発行

5.0％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

借入れの年から据置期間

を含め30年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還す

る。ただし、企業財政その

他の都合により繰上げ償還

し、償還期限を短縮し、又

は低利債に借り換えること

ができるものとする。

なお、借入先の融通条件

があるときは、これに従う

ことができる。

総 合 情 報

シ ス テ ム

整備事業債

20,000

病 院 施 設

修繕事業債
268,000
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。

(１) 職員給与費 ６，３２２，９２１千円

(２) 交際費 ７００千円

（他会計からの補助金）

第９条 経営健全化に資するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

２６２，１７３千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２，９９３，７９８千円と定める。

（重要な資産の取得）

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

（種 類） （名 称） （数 量）

取得する資産

器械備品 循環器用Ｘ線透視診断装置 一式

注射薬自動払出システム 一式

汎用Ｘ線透視診断装置 一式

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修
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議案第１３号

砺波市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について

砺波市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができ

るようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図ると

ともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(１) 条例等 市の条例及び規則等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第１２０条に規定する会議規則、法第１３０条第３項に規定する規則その

他議会規則、法第１３８条の４第２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第１０条に規定する管理規程を含む。以下同じ。）並びに法

第２５２条の１７の２第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第５５条第１項の規定により市が処理することとなる事務

について規定する富山県の条例及び富山県の執行機関の規則をいう。

(２) 市の機関等 次に掲げるものをいう。

ア 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固

定資産評価審査委員会若しくは議会又はこれらに置かれる機関

イ アに掲げる機関の職員であって法令（法律、法律に基づく命令（告示を含む。）

及び条例等をいう。）において独立に権限を行使することを認められた職員

ウ 法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

(３) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。

(４) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載す

ることをいう。
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(５) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。

(６) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われ

る通知をいう。

(７) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の

通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の者に対して行

うものを除く。）をいう。

(８) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録され

ている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(９) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、

又は保存することをいう。

(１０) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

（電子情報処理組織による申請等）

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行う

ことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織（市の機関等

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を使用する方法により行うことができる。

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申

請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該

条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を

受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時

に当該市の機関等に到達したものとみなす。

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規

定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用し

た個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。

第８条において同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則

等で定めるものをもって代えることができる。

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が

規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをも

ってすることができる。
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６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に

係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請

等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著し

く不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定め

るところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用

する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等

（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項まで

において同じ。）」とする。

（電子情報処理組織による処分通知等）

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等に

より行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定

にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使

用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子

情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする

場合に限る。

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当

該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなし

て、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分

通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時

に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をする

ことが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明

らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処

分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他

の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うこと

が困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、

規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前

各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とある

のは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。

以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。

（電磁的記録による縦覧等）

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行う

ことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条例等の

規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記

録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
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２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、

当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

（電磁的記録による作成等）

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行う

ことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定

めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例

等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成

等に関する条例等の規定を適用する。

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規

定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、

当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で

定めるものをもって代えることができる。

（適用除外）

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、適用しない。

(１) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する

必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必

要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等

で定めるもの

(２) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されて

いるもの（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基

づき行うことが規定されているものを除く。）

（添付書面等の省略）

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定める

書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付

することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機

関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利

用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、

又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入

手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表）

第９条 市長は、市の機関等が電子情報処理組織を使用する方法により行うことができ

る当該市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信

技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方

法により公表するものとする。
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（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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議案第１４号

砺波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

砺波市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

砺波市職員の育児休業等に関する条例（平成１６年砺波市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。

第２条第４号ア(ア)を削り、同号ア(イ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて任命

権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同号ア(イ)を同号ア(ア)と

し、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とする。

第２０条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及びイを削る。

第２４条を第２６条とし、第２３条の次に次の２条を加える。

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等）

第２４条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠

し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対し

て、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請

求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が

不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２５条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に

掲げる措置を講じなければならない。

(１) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(２) 育児休業に関する相談体制の整備

(３) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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議案第１５号

砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年砺波市条例第４０号）の一部を

次のように改正する。

第２条に次の２号を加える。

(９) 介護業務に従事する職員の手当

(１０) 保育等業務に従事する職員の手当

第５条中「及び病院」を「、病院」に改め、「除く。）」の次に「及び保育等業務に従事

する職員」を加える。

第６条に次のただし書を加える。

ただし、その支給額が月額で定められているものについては、その月の分を当月の

給料支給日に支給する。

別表３病院に勤務する職員の手当の部に次のように加える。

別表に次のように加える。

看護職員処遇改善

手当

月額 ４，０００円 保健師、助産師、看

護師又は准看護師

９ 介護業務に従

事する職員の手

当

介護職員処遇改善

手当

月額 ７，０００円 高齢介護課又は地域包

括支援センターの業務

に従事するホームヘル

パー又は介護支援専門

員

１０ 保育等業務

に従事する職員

の手当

保育等職員処遇改

善手当

月額 ７，０００円 保育所、認定こども園、

幼稚園又は子育て支援

センターの業務に従事

する職員
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４年２月１日から適用する。

（支給方法に関する経過措置）

２ 令和４年２月分の看護職員処遇改善手当、介護職員処遇改善手当及び保育等職員処

遇改善手当については、改正後の砺波市職員の特殊勤務手当に関する条例第６条ただ

し書の規定にかかわらず、翌月の給料支給日に支給するものとする。
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議案第１６号

砺波市国民健康保険税条例の一部改正について

砺波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

砺波市国民健康保険税条例(平成１６年砺波市条例第４９号）の一部を次のよう

に改正する。

本則中「国民健康保険の被保険者に係る所得割額」を「国民健康保険の被保険者

に係る基礎課税額の所得割額」に、「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等

割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に、

「国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額」を「国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等割額」に改める。

第５条第１号中「第２３条」を「第２３条第１項」に改める。

第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。

第１５条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。

第２３条中「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、同条に

次の１項を加える。

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当

該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者

均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，９００円

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，５００円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １０，４００円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １３，０００円
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(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定め

る額

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，０９５円

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，８２５円

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，９２０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，６５０円

第２３条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項

第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「次号及び第３号にお

いて同じ。）」の次に「及び」を加える。

附則第９項中「第２３条」を「第２３条第１項」に改める。

附則第１０項中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「法第７０３条の５」を「法

第７０３条の５第１項」に改める。

附則第１１項、第１２項及び第１４項から第２１項までの規定中「第２３条」を

「第２３条第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１号、第１５条第１

項、第２３条及び第２３条の２の改正規定（「前条の」を「前条第１項の」に、

「前条第１号」を「前条第１項第１号」に改める部分に限る。）並びに附則第９項

から第１２項まで及び第１４項から第２１項までの改正規定は令和４年４月１日

から施行する。

（適用区分）

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の砺波市

国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税につい

て適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。
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議案第１７号

砺波市保育所条例の一部改正について

砺波市保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市保育所条例の一部を改正する条例

砺波市保育所条例（平成１６年砺波市条例第９２号）の一部を次のように改正する。

第２条の表砺波市立鷹栖保育所の項を削る。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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議案第１８号

砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例の一部改正について

砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例（平成１６年砺波市条例第９５号）の一

部を次のように改正する。

第３条第３項中「乳児について医療を受けようとするとき、又は高岡市、射水市、氷

見市、小矢部市、南砺市及び砺波市の区域内の保険医療機関等において当該幼児及び」

を削り、「児童」の次に「等」を加える。

第６条第１号中「乳児」を「児童等」に改め、同条第２号を削り、第３号を第２号と

し、同条第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。

（砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正）

３ 砺波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年砺波市条例第３０号）の一部を次の

ように改正する。

別表第２１市長の部砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例による乳児、幼児

及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものの款地方税関係情報

であって規則で定めるものの項を削る。
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議案第１９号

砺波市消防団条例の一部改正について

砺波市消防団条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市消防団条例の一部を改正する条例

砺波市消防団条例（平成１６年砺波市条例第１６７号）の一部を次のように改正する。

第１３条第２項中「水火災その他の災害」を「災害（水火災又は地震等の災害をいう。

以下同じ。）」に改める。

第１７条を次のように改める。

（報酬）

第１７条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

２ 消防団員には、次により年額報酬を支給する。

(１) 団長 年額 ８２，５００円

(２) 副団長 年額 ６９，０００円

(３) 分団長 年額 ５０，５００円

(４) 副分団長 年額 ４５，５００円

(５) 部長 年額 ３７，０００円

(６) 班長 年額 ３７，０００円

(７) 基本団員（第２号から前号までの者を除く。） 年額 ３６，５００円

(８) 機能別団員 年額 １８，２５０円

３ 消防団員が災害、訓練及びその他出動の職務に従事する場合においては、１日につ

き８,０００円を超えない範囲内で出動報酬を支給する。ただし、市長が特別の事由が

あると認める場合は、これを超えて支給することができる。

４ 前項に規定する出動報酬の支給方法は、市長が別に定める。

第１８条第２項を次のように改める。

２ 消防団員が災害、訓練及びその他出動の職務に従事する場合においては、費用弁償

を支給するものとし、その額は１回につき３７０円とする。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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議案第２０号

砺波市個人情報保護条例の一部改正について

砺波市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

砺波市個人情報保護条例の一部を改正する条例

砺波市個人情報保護条例（平成１７年砺波市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第２項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５８号）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第２条第２項」に改める。

第５条第３項第８号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律第２条第９項」

に改める。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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議案第２１号

財産の無償譲渡について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のと

おり財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

記

１ 譲渡する財産

建物 所 在 砺波市高波７５３番地（旧高波幼稚園）

構 造 木造 平屋建

延床面積 ５８４．４０平方メートル

２ 譲渡の相手方

砺波市高波８３９番地

高波自治振興会

会長 朝 日 利 久
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議案第２２号

辺地に係る総合整備計画の変更について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、下記の辺地

に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

記

１ 栴檀山辺地に係る総合整備計画 別紙 １

２ 鉢伏山辺地に係る総合整備計画 別紙 ２

３ 雄神辺地に係る総合整備計画 別紙 ３

- 40 -



別紙１

総 合 整 備 計 画 書

富山県砺波市栴檀山辺地

（辺地の人口１４０人、面積５．９㎢）

１ 辺地の概況

(１) 辺地を構成する町又は字の名称 砺波市井栗谷、峰小、中尾、栃上、原孫

(２) 地域の中心の位置 砺波市井栗谷６５１８番地１

(３) 辺地度点数 ２０６点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域の大部分は、丘陵と山間地で形成された農山村地域であり、農林業従事者は高齢化が

進み、さらに若者の流出により過疎化が進んでいる。

交通体系は、幹線道路として、県道砺波細入線及び井栗谷大門線が当地域を通っているが、

これらの幹線道路と有機的に結ばれた生活基盤道路の整備が不十分であるため、生活や生産活

動の大きな支障となっている。

また、生活しやすい地域づくりを進める上で、遠距離通学の小学校児童の通学手段を確保す

るためスクールバスを運行しているが、現在運行中のスクールバスは経年劣化が進んでおり、

更新が必要となっている。

さらに、地域防災への関心も高まっている中、消防設備の整備を中心に、安全・安心な地域

づくりを進めることが必要となっている。

３ 公共的施設の整備計画

(１) 公共的施設の整備の基本方針

安全で快適な生活を送ることができるよう、幹線道路と有機的に結びついた生活基盤道

路の改良、老朽化したスクールバスの更新、消火栓の設置工事及び消防分団器具置場の整

備を行う。

(２) 公共的施設の整備計画

令和２年度から令和６年度まで ５年間 （単位 千円）

区 分
事 業 費

財 源 内 訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額施 設 名 事業主体名 特定財源 一般財源

道路

砺波市

50,000 50,000 50,000

スクールバス 40,200 7,500 32,700 32,600

消防施設
(1,700)

55,849

(1,700)

55,849

(1,700)

55,800

合 計
(91,900)

146,049 7,500

(84,400)

138,549

(84,300)

138,400

上段：（変更前）

下段： 変更後
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別紙２

総 合 整 備 計 画 書

富山県砺波市鉢伏山辺地

（辺地の人口８１人、面積８．８㎢）

１ 辺地の概況

(１) 辺地を構成する町又は字の名称 砺波市川伏、五谷、庄川町隠尾、庄川町落シ、庄

川町名ケ原、庄川町横住

(２) 地域の中心の位置 砺波市庄川町名ケ原字中寺２７１番地１

(３) 辺地度点数 １４３点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域の大部分は、丘陵と山間地で形成された農山村地域であり、農林業従事者は高齢化が

進み、さらに若者の流出により過疎化が進んでいる。

交通体系は、幹線道路として、県道山田湯谷線が当地域を通っているが、この幹線道路と有

機的に結ばれた生活基盤道路の安全対策が求められている。

また、地域振興を図って活力ある地域づくりを進めるため、当地域の特色である自然を生か

したレクリエーション地帯の整備を計画的に行う必要がある。

さらに、生活しやすい地域づくりを進める上で、中山間地域住民の足となる市営バスの運行

は不可欠であるが、現在運行中の市営バスは老朽化が進んでおり、更新する必要がある。

３ 公共的施設の整備計画

(１) 公共的施設整備の基本方針

安全で快適な生活を送ることができるよう、幹線道路と有機的に結びついた生活基盤

道路の法面改良工事を行うとともに、地域住民の交通手段の利便性を確保するため、老朽

化した市営バスを更新する。

また、当地域の豊かな自然環境を生かしながら、市民の身近なスポーツと憩いの場と

して夢の平レクリエーション地帯を整備する。

(２) 公共的施設の整備計画

令和２年度から令和６年度まで ５年間 （単位 千円）

区 分
事 業 費

財 源 内 訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額施 設 名 事業主体名 特定財源 一般財源

道路
(5,000)

14,000

(5,000)

14,000

(5,000)

14,000

自動車 砺波市 11,229 11,229 11,200

観光・レクリエーション施設 37,700 37,700 37,700

合 計
(53,929)

62,929

(53,929)

62,929

(53,900)

62,900

上段：（変更前）

下段： 変更後- 42 -



別紙３

総 合 整 備 計 画 書

富山県砺波市雄神辺地

（辺地の人口７７９人、面積６．１㎢）

１ 辺地の概況

(１) 辺地を構成する町又は字の名称 砺波市庄川町庄、庄川町三谷

(２) 地域の中心の位置 砺波市庄川町三谷２６６番地１

(３) 辺地度点数 １１８点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

当地域は、一級河川「庄川」右岸の山際に位置しており、大部分が丘陵及び山間地で形成さ

れた地域である。

この地域は、機械による除雪が困難な人家連担箇所を多く有するため、消雪設備による融雪

を行っているが、設置から２０年以上が経過し老朽化していることから、設備を更新し冬期間

の安全確保を図ることが望まれている。また、幹線道路である県道山田湯谷線と有機的に結ば

れた生活基盤道路の安全対策が求められている。

さらに、地域防災への関心も高まっている中、消防設備の整備を行うことにより、安全・安

心な生活環境を整備し、もって活力ある地域づくりを進めることが必要である。

３ 公共的施設の整備計画

(１) 公共的施設整備の基本方針

地域住民が安全で快適な生活を送ることができるよう、生活基盤道路の消雪設備の更新、

法面改良工事、消防分団に配備されている老朽化した消防ポンプ車の更新及び消火栓の設

置工事を行う。

(２) 公共的施設の整備計画

令和２年度から令和６年度まで ５年間 （単位 千円）

区 分
事 業 費

財 源 内 訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額施 設 名 事業主体名 特定財源 一般財源

道路

砺波市

(45,000)

51,500

(45,000)

51,500

(44,900)

51,400

消防施設
(21,700)

23,164

(21,700)

23,164

(21,700)

23,100

合 計
(66,700)

74,664

(66,700)

74,664

(66,600)

74,500

上段：（変更前）

下段： 変更後
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議案第２３号

市道路線の認定及び廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項において準用

する第８条第２項の規定により、市道の路線を次のとおり認定し、及び廃止することに

ついて、議会の議決を求める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

記

１ 認定する路線

２ 廃止する路線

認定路線名 起 点 終 点 重要な経過地

石丸みどり台線 石丸 石丸

杉木区画１６号線 杉木５丁目 杉木５丁目

堀内１号線 堀内 堀内

堀内２号線 堀内 堀内

廃止路線名 起 点 終 点 重要な経過地

杉木区画１６号線 杉木５丁目 杉木５丁目
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報告第１号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

記

１ 令和３年度砺波市一般会計補正予算（第１０号）
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専決処分第１号

令和３年度砺波市一般会計補正予算（第１０号）

令和３年度砺波市一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，６５１，０１２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年２月４日 専 決

砺波市長 夏 野 修
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　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

19 繰越金 377,059 70,000 447,059

 1 繰越金 377,059 70,000 447,059

24,203,953 － 24,203,953

24,581,012 70,000 24,651,012

　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 8 土木費 2,274,030 70,000 2,344,030

 2 道路橋りょう費 891,351 70,000 961,351

22,306,982 － 22,306,982

24,581,012 70,000 24,651,012

第１表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

　補正されなかった款項に係る額

　歳　　入　　合　　計

　補正されなかった款項に係る額

　歳　　出　　合　　計
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報告第２号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定により、次の事件を

下記のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和４年２月２８日 提 出

砺波市長 夏 野 修

記

損害賠償請求に係る和解及び損害賠償の額の決定について

専決

処分

番号

概 要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分

年月日

２

令和４年１月１４日に砺

波市中村地内で発生した

市有車の物損事故

砺波市在住

１人

市が支払う額

３６６，４７６円

令和４年

２月８日
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